
第７章 総 括 （大規模複合災害におけるＩＣＦを活用した包括的支援）

１．震災における問題点と課題の抽出、今後の対策

                              

【はじめに】

高齢社会における危機管理は地震国日本にとって喫緊の課題である。東日本大震災は多

くの教訓を与えてくれた。そこで本報告書はいくつかの事象を分類することにより、今後

起こり得る新たな震災への対応の参考となることを願うものである。

東日本大震災は１）地震・２）津波・３）放射線を原因とする大規模複合災害である。

一般に災害時の対応は、①自助・②共助（互助）・③公助に分けられそれぞれに変化のあ

る対応が求められる。東日本大震災においても同様であった。さらにこの震災における災

害分布にはある特長が見出された。

それは、Ⅰ震災一次被災地域（地震・津波・放射線によって身体・家屋が破壊された地

域）・Ⅱ震災二次被災地域（身体・家屋の損傷は軽微だが、ライフラインの途絶による弊害

を受けた地域）・Ⅲ安全地域の三地域の分布である。

つまり、

●原因としての１）地震・２）津波・３）放射線。

▲①自助・②共助・③公助の時系列（防災対策と自助・共助・公助間連携）、及び

■Ⅰ震災一次被災地域・Ⅱ震災二次被災地域・Ⅲ安全地域の、被災地域分類による地域相

互の関連性(地域間格差と地域間連携)

を三つの軸にする必要がある。

そしてさらに、

◎ICF（国際生活機能分類）を基本とした震災への対応が今後の政策に重要であると考え、

特に述べるものである。

【教訓】

東北地方では東日本大震災が起こる以前には宮城県沖地震を想定した対策が取られていた。

当時は図 1・2に示されるように家屋の倒壊・土地の液状化等についての対策が主なもので

あり、津波対策がおろそかであったことは否めない。
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図 1                 図 2

一旦震災が起こってしまうと、事前に想定した対策は机上の空論が多数であった。たと

えば、電力会社を主体とした在宅医療・介護関連業種間の連携体制は、電気が通じない自

助期にはまったく無力であった（図 3）。さらに、健常者が障害者や高齢者を助けに行く地

域の相互扶助組織は、津波を前にしてはただ被害者の数を増大する要因にさえなるのであ

った。図 4 が示すように、津波にはそれぞれが独自に（てんでんこ）精一杯避難すること

で、結果として皆が救われる対応が必要なのである。

＜ 各事業者間の連携 ＞

停電の時には一般電話は使用不能

携帯電話に頼る事になる

中継所の停電が起これば携帯も通信不能
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図 3                 図 4

【■Ⅰ震災一次被災地域・Ⅱ震災二次被災地域・Ⅲ安全地域の、被災地域分類】

危機管理のマニュアルは国・都道府県・市町村いずれにもあるが、初動態勢から時系列

で対応する方式のものが多数であり、被災地域を分類するものはごく稀である。

しかし本震災においては被災地域を分類することが今後の対応へ寄与すると考えられた。
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Ⅰ：震災一次被災地域

図５の赤の中心円に示すように、当該地域は直接被災者の身体・住居に多大な被害が及

び、当該地に留まることが不可能となった「場」を意味する。地震による倒壊、津波によ

る破壊（図６）と被災者の死亡・受傷等での救急搬送などの他、原発事故による避難区域

のために退去を余儀なくされた人々が元々住んでいた地域が該当する。

本震災においては津波による被災が中心であったために、当該地域の被災者は死亡、また

は数メートルの距離で助かるという極端な状況になり、阪神淡路大震災に比較して建築の

倒壊による受傷者が少なかったという特殊性がある。

当該地域の被災者は、生命維持に必要な身体・住居が多大な損害を受けているために、

当該地域に留まることが不可能であり、安全地域への移動が必要となる。とりあえずは避

難所や医療施設への緊急搬送であり、消防・警察・自衛隊等のトップダウン方式が有用。

震災一次
被災地域

【直接身体や住居等を破壊された被災者】
○初動の救出が必要 ○72時間以内 ○緊急搬送

○自衛隊・消防・救急

震災二次被災地域

【身体・住居は確保、
ライフラインが不完全】

○医療と生活物資の確保に移動手段
が不可欠（とくにガソリン等）

震災一次被災地

域の救出が

最も重要
しかし震災一次被

災地域では

①津波による死亡

②まぬがれて健康

いずれかに偏った

安全地域
ライフラインも
完備し通常生活

現在問題なのは震災二次被災地域の住民にとって

医療＋介護の交通手段が遮断され動けない事です

在宅患者
施設療養者

等の在宅ベッドで生活可能な人達が
補給路を遮断され、医療と介護を
受けられず

元気な人が食料・衣服・水の
調達できず生活難民となる

DMATが災害地に来たが、

①受傷者が少ない
②死亡者の身元確認

に追われた

阪神・淡路大震災に比較し
て、比率としては受傷者が
極端に少ない特長がある

図５
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5

図６

震災一次被災地域は原発事故後の放射線対策においても該当する。図７に示すように

半径 20Ｋｍ以内の避難地域は、直接身体に影響を及ぼす範囲であり震災一次被災地域とな

る場所である。

二次被災地域二次被災地域

震災一次被災地域震災一次被災地域

図７

当該地域は初動の救出が必要であり、DMAT では通常 48 時間以内、本震災では金曜日の午

後発生から土・日を経て月曜日までの三日間 72 時間が重要な時間であったと考えられる。
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逆に、被災地域において最低 72 時間生き残れるためのあらゆる方策が、①自助として行わ

れる準備を整えておかなければならなかったといえる。

震災時当クリニックの利用者は震災前入院者 15名を除き 415 名であった。内人工呼吸器

装着者 1 名は津波によって亡くなられた。三日間はクリニック職員総出で安否確認に奔走

した。

Ⅱ：震災二次被災地域

図８に示すように、中心円の外側の黄色の部分である。当該地域は身体・家屋の被害は比

較的少ないが、ライフライン（電気・水・ガス等）が途絶したために生活の困難が生じる

地域である。

当該地域の住民は、身体・住居に問題がないため、生活物資が確保されればある程度そ

の地域に踏みとどまることが可能である。

しかし、本震災においては住居や身体に震災の直接の被害が及ばなかったにもかかわら

ず、ライフラインの途絶による生活物資の調達が不可能となり、当該地域のかなりな人数

が自宅に踏みとどまることができなかった。

震災一次
被災地域

【直接身体や住居等を破壊された被災者】

○初動の救出が必要 ○72時間以内 ○緊急搬送 ○自衛隊・消防・救急

震災二次
被災地域

【身体・住居は確保、
ライフラインが不完全】

○医療と生活物資の確
保に移動手段が不可欠

（とくにガソリン等）

は×

は○

震災二次被災
地域の人が 一
次被災地域に移行
し、被災者の総量が
増加しないようにす

る事が次に重要

安全地域
ライフラインも

完備し通常生活

現在問題なのは震災二次被災地域の住民と、それを支える
在宅医療＋介護の交通手段（ガソリン等）が遮断され動けない事です

在宅患者
施設療養者

等の在宅ベッドで生活可能な人達が
補給路を遮断され、医療と介護を

受けられず

入院 さらに病院機能マヒ避難所へ

元気な人が食料・衣服・水の
調達できず生活難民となる

こうならな
いために

このため
には

在宅医療医師・訪問看護師
訪問薬剤師・訪問介護員

ケアマネージャー
介護施設職員等に、至急

緊急通行車両の認定を
行い、震災二次被災地域の

在宅ベッドを在宅医療と

在宅介護で維持すること

図８

健常人は避難所へ、障害を持つ人々は入院を余儀なくされた。住居が破壊、または倒壊

の危険性があるために避難所へ避難した人だけではなく、ライフラインの途絶による避難

者がさらに上積みされたのである。

病院も同じ運命であった。本来治療の必要な患者を受け入れるはずなのに、震災による
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受傷がないにもかかわらず、ライフラインの途絶による生活困難避難者が上積みされて入

院したのである。避難所と病院は本来の機能以上の多数の避難者を扱うことになり機能不

全を来たした。

震災二次被災地域の住民が避難を余儀なくされた理由の主なものはガソリンの不足であ

る。ライフラインが途絶しても、移動手段が確保されれば食料・水・生活用具等を買いに

行くことが可能となり自宅に踏みとどまることが可能である。しかし、本震災においては

移動のためのガソリンが早くに枯渇したために避難せざるを得なかった。

震災二次被災地域は無用な避難が行われないための対策が最も重要である。つまり、震

災一次被災者が支援されるための避難所と病院に過度の負担を負わせないことである。自

動車・バイク等の移動手段の確保と移動に必要なガソリンの供給が今後の課題である。

放射線の影響についても同様に考えることが可能である。当初 20～30Ｋｍの自宅待機と

された住民は、被災地区分から考えると震災二次被災地域に該当する。ただし放射線の影

響をＬＮＴ仮説で考慮した場合には、たとえ震災二次被災地域においても決して安全とは

いえない。なぜなら、その地域には自然放射線以上の原発事故による人為的に過剰な放射

線量が確認されているからである。

今後の検討が必要ではあるが、放射線障害に関しては震災一次被災地域（人為的放射線

の影響が少しでもある地域）安全地域（人為的放射線の影響がまったくない地域）の二大

別になるかもしれない。

震災二次被災地域においても、その後ホットスポットの存在等から避難を余儀なくされ

た地域住民が多数存在する。

放射線の場合には、震災二次被災地域に留まることができるか否かは、的確な情報提供

と長期的な安全性（ＬＮＴ仮説も含めた）が確保されることが前提である。

在宅医療においては移動手段の確保が重要であった。

厚生労働省は 9 月 13日いち早く、訪問医師・看護師への「緊急通行車両届出」の通知を

出した。これにより、当クリニックは 9 月 14 日（月）に 12 台の緊急通行車両を確保し、

415 世帯の利用者・グループホーム等施設への医療とガソリン・食料・玩具（癒し系ツール）

等の提供（図９・10）を開始した。

ガソリン供給隊員ガソリン供給隊員AA

の勇姿？の勇姿？

ガソリン缶はガソリン缶は

オートバックスオートバックス

住野会長から住野会長から

援助して頂き援助して頂き

ました。ました。

  

パン業界から
チョコクロワッサンが
配られました。

図９                 図 10
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Ⅲ：安全地域

図 11の外側青の部分が安全地域である。

本震災では、安全地域において食料・水・ガソリン等の買いだめが行われ、被災地域への

十分な供給が確保されなかった経緯が当初見受けられた。

安全地域も震災一次被災地域・震災二次被災地域と連動するのであり、他人事であって

はならない。被災地域の住民や救助活動を阻害しない行動をとるべきであり、今後安全地

域の挙動に関する指針が必要になるだろう。

安全地域からのＤＭＡＴ、自衛隊、警察、等の派遣やボランティアによって震災地域の

多くの人命・生活が救われている。安全地域は透明度の高い情報を基にすばやく的確な対

応が行えるように、一次・二次被災地域と連動した動きが求められる。

震災一次

被災地域

【直接身体や住居等を破壊された被災者】

○初動の救出が必要 ○72時間以内 ○緊急搬送 ○自衛隊・消防・救急

震災二次被災地域

【身体・住居は確保、
ライフラインが不完全】

○医療と生活物資の確保に移動手段
が不可欠（とくにガソリン等）

は×

は○

震災二次被災
地域の人が 一
次被災地域に移行
し、被災者の総量が
増加しないようにす

る事が次に重要

安全地域 ライフラインも完備し通常生活

現在問題なのは震災二次被災地域の住民と、それを支える
医療＋介護の交通手段（ガソリン等）が遮断され動けない事です

在宅患者

施設療養者

等の在宅ベッドで生活可能な人達が

補給路を遮断され、医療と介護を

受けられず

入院 さらに病院機能マヒ避難所へ

元気な人が食料・衣服・水の

調達できず生活難民となる

こうならな
いために

このため
には

安全地域の住民が
①震災一次被災地域

②震災二次被災地域 の

じゃまをしない
こと 食料・水・ガソリン

等の買いだめにより、供給

不足になった

図 11
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【▲①自助・②共助・③公助の時系列】

・家庭における対処マニュアル

・救急対応の知識と技術の習得

22

＜治すのは病院＞という感覚をやめる

在宅療養支援診療所の役割

居宅で医療ができるもの

人工呼吸器、酸素吸入、IVH、点滴、輸血、
手術、PEG、気管切開、内視鏡、X線撮影、

血液ガス測定、採血、尿検査

地域住民との連携マニュアルを作成
40

図 12                  図 13

『自助期』図 12

災害発生直後から電源は不通となった。在宅人工呼吸器の療養者の電源はどうであった

か。初期型の人工呼吸器のバッテリーは約一時間しか持たないため、外部バッテリー（約 5

～8 時間）を持っていない療養者は緊急入院せざるを得なかった。

家族や訪問介護員等が呼吸補助をおこなっても数時間～半日が限度である。したがって、

一両日中に入院を余儀なくされたと思われる県内（気管切開＋人工呼吸器）療養者は約 85

名／120 名（71％）であった。

仙台往診クリニックが担当している45名中、1名が津波によってお亡くなりになられた。

電源確保が困難で 44 名中 19 名が入院（44％）、何らかの手段で電源を確保し続けた 25 名

（56％）が在宅で維持された。

最も電源回復が早かった仙台市青葉区の中心部でさえ、約三日過ぎてやっと回復したの

で、自助期を乗り切るためには三日間＝72 時間は電源が確保されなければならない。

電源が確保されるためには、表 1・図 14 のように、

＜ 家庭における対処マニュアル ＞

1）吸引器 ・50cc注射器 + 吸引チューブ

・足ぶみ式、手押し式吸引器

2）酸素濃縮器 ・ボンベ

・液化酸素ボンベ

・バッテリー

・発電機・インバーター

3）人工呼吸器 ・内部バッテリー

・外部バッテリー

・アンビュー バッグ

・発電機・インバーター

4）夜間の対応器材（懐中電灯、ラジオ、ろうそく、ライター等）

（内部バッテリー付に変更）

各家庭に
発電機

バッテリー

インバーター
を備える

24

シガーソケット対応シガーソケット対応
インバーターインバーター

クリニックの人工呼吸器使用中のクリニックの人工呼吸器使用中の

３割の家に発電機がある。３割の家に発電機がある。

インバーターも全員に配布しましインバーターも全員に配布しまし

た。でもガソリンがなければだめ。た。でもガソリンがなければだめ。

表１                  図 14
内部バッテリー・外部バッテリー・自動車のシガーソケットから通電するインバーター

そしてアンビューバッグ等の複数の使用が必要である。
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しかし、三日間持つ外部バッテリーとなれば数十万円の値段となる。発電機はモーター

の音がうるさいために周囲に気配りが必要。インバーターは自動車が必要であり、マンシ

ョンの 3 階以上では延長コードの問題が発生して使いづらい。等の問題がある。

ちなみに、吸引器：定格出力 100W 以内で OK。人工呼吸器：定格出力 280W あれば十分で

ある。しかし酸素濃縮器は電力消費が多いため、3L器で最低でも定格出力 300W 以上が必要

である。5L 以上の酸素濃縮器を使用している場合には、更に大容量のインバーターを使用

するか発電機を使用しなければならない。いずれにしても業者との打ち合わせが必要であ

る。

発電機とインバーターに共通する問題点は「ガソリンの確保」である。当クリニックの

療養者については、自助期において上記の複数の組み合わせを行いこの時期を乗り切った。

『共助期』図 13

震災においては医療施設も被災する。東日本大震災では沿岸部に多数の診療所があり、

この診療所が被災したために、相対的に病院の活躍がクローズアップされていた。

しかし、宮城県沖地震においては表２の○に示すように被災受傷者の 79％は診療所が受

け入れている。阪神・淡路大震災では表３の○に示すように、受傷者の 67％は診療所が受

け入れている。震災においても診療所機能が地域医療を担っているのである。

安田 恒人 宮城県医師会方 395、1978
19

表２                表３

震災発生当日 3 月 11 日（金）から 3 日を乗り切った 3 月 14 日（月）には新たな問題が

生じた。発電機・インバーターで 3 日間を過ごした療養者の家庭のガソリンが枯渇したの

である。

このときにはすでにガソリンスタンドは長蛇の列で、8～12時間の待ち時間となっていた。

ガソリンの確保が不可能となったためにこの時点で約 4 名が入院している。当クリニック

では緊急車両の認定を受けることによってガソリンを優先的に分けていただき、療養者に

配分することで在宅維持が可能となった。
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これに貢献したのが、厚生労働省が 3月 13 日（日）に出した通知「緊急通行車両確認標

章の発給等について」である（図 15）。当クリニックはこの通知を基に 12 台の緊急車両を

確保した。オートバックス住野会長のご好意によりガソリン缶を確保し、同日からガソリ

ンのピストン輸送を開始した。ガソリン供給は一週間継続された。その間に地域ごとに電

力の回復がなされた。4 月初旬には最期の一人が帰宅され全員が在宅療養に戻ったのである。

必須です！！必須です！！ →→ 緊急通行車両等事前届出書緊急通行車両等事前届出書

在宅医療医師・訪問看護師在宅医療医師・訪問看護師

訪問薬剤師・訪問介護員訪問薬剤師・訪問介護員

ケアマネージャーケアマネージャー

介護施設職員等に、至急介護施設職員等に、至急

緊急通行車両の認定を緊急通行車両の認定を

行い行い、、震災二次医療圏の震災二次医療圏の
在宅ベッドを在宅医療と在宅ベッドを在宅医療と
在宅介護で維持すること在宅介護で維持すること

図 15                 図 16

本震災においては在宅医師・訪問看護師のみならず、訪問介護提供職種、施設介護職等

への緊急通行車両認定が在宅維持の可否を分ける重要なポイントであった。この認定によ

って優先的にガソリン供与がなされ通行にも支障が生じない。

残念ながら訪問薬剤師・訪問歯科医師には後日認定がなされたが、介護職には通知がな

されず、4月半ばに仙台市においてはようやく一事業所に一台のみ緊急車両の認定がなされ

ただけである。

当該認定が行われるか否かは、図８に示される在宅療養者・施設療養者がそのままの生

活を継続できるか、できずに入院を強いられるかの重大な分岐になる。当該認定が速やか

に行われることにより、ライフラインの途絶による生活困窮で病院への社会的入院が増大

し病院機能麻痺を起こすことを未然に防ぐことができるのである。今後の災害発生時には

同様の認定が医療関係者のみならず介護関係者にも十分に行われることが望ましい。

ガソリン不足に影響されない太陽光等自然エネルギーによる電力利用、都市であれば電

気自動車の利用も災害時には有効である。当クリニックは日産自動車から好意により最新

型電気自動車『リーフ（図 16）』を二台お借りした。8 時間の充電で 120Km 以上の走行が可

能であり、かつ電力供給は震災時にも係わらず日産営業所のバッテリーから十分に充電が

連日可能であった。
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【放射線】

本震災の特長に３）放射線がある。

当クリニックではいち早く震災二日目から線量測定を開始した。利用した測定器は全部

で 4 種類である（図 17・18）。

毎日モニタリング中です毎日モニタリング中です

65 67

図 17                 図 18

仙台市の過去の最大自然放射線量は 0.05μSv/h である。図 18 に示すようにコンクリー

ト室内であっても自然放射線量の 3 倍を示している。屋上のごみからは 0,5～1μSv/h の線

量が検出されていて、年間総線量は約 8ｍSv に達する（図 19・20）。図 20 では中性子も 1cps

検出された。

3 月 26 日に京都で測定装置を借りて東京（新幹線）へ、さらに東京から仙台（高速道路）

へ帰仙する道程で測定したデータは図 21 である。福島県中通は南北全ての地域で高い放射

線量であり、さらに中性子を数回測定している。

宮城県内の線量はその後次第に低下（図 22）したが、2012 年 3 月現在もまだ正常値には

回復せず異常値を示している。

66 68

中性子が１つ検出

されています

仙台往診クリニック

屋上のゴミです

図 19                図 20
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NeutronNeutron((ｎｎ)(CPS))(CPS)
11-03-26 23:38 1

11-03-26 23:47 1

11-03-26 23:57 1

Product Name: NeutronRAE IIModel Name: PRM-3020        
Data Points: 543           Sample Period: 60 s                  
Sensor Information  : Gamma(r) (uR/h)   Neutron(n)(CPS)

[Event start time: ]--11-03-26 17:57:00

[Event end time: ]--11-03-27 02:00:00

369 11-03-26 23:57

Gamma(γ)(μR/ｈ)

http://plixi.com/photos/original/85764187http://plixi.com/photos/original/85764187
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図 21                 図 22

家屋・身体に異常が生じなかったにもかかわらず、原発から半径 20km 圏内の住民は退避

を余儀なくされた。これは、当該地域が原発の放射線による震災一次被災地域になってし

まったということである。したがって本震災においては、Ⅰ：震災一次被災地域は、Ⅰ－

１：津波による破壊を受けた地域と、Ⅰ－２：原発事故により退避を余儀なくされた地域

に分類される。

原発事故によるⅡ：二次被災地域は 20km～30km の自宅待機地域の住民である。外出がで

きなければライフラインの人為的途絶になる。したがって、この地域の人々も結果的に人

為的二次被災者となり退避せざるを得なくなった。福島県は現在も中通り・浜通りともに

予断を許さない状況である。

仙台は 100km の距離であったが、当初米国・英国・韓国が相次いで 80km圏内の自国住民

に退避勧告を行ったので、3 月 20 日には当クリニック担当の在宅療養者にも「放射線の影

響による有事の避難に当たっての診療情報提供書」を 390 名分用意し各家庭に配布したの

である（図 23）。

往診クリニック４２０名（往診クリニック４２０名（3030名入院）中、在宅３９０名全員名入院）中、在宅３９０名全員

にこの文書＋医療情報を送付し、万が一の県外退避ににこの文書＋医療情報を送付し、万が一の県外退避に

備える。備える。

図 23
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【被災地の経済疲弊の問題点】

災害時の救助は図 24 に示すように多業種が被災地内部・外部を問わず集結して行われる。

このとき、行われる作業（行政管理・救助・医療・介護・福祉・建築・防災・食料調達・・

等）のほとんど全ては無料化される。この無料化された提供が、逆に被災地の復興を妨げ

る場合を見逃してはならない。

外部からの医療・介護を含めた作業提供が無料であるため、被災地域の医療・介護等の

既存開業業種が地域住民に対して通常負担割合で行う医療や介護の作業が選択されない＝

既存業種の収入にならない事態が起こる。良かれと思っての行動が仇になるのである。

今後は被災地における外部からの行動の全てが点数化・換算され、相当する金額が地元

の復興に還元されるシステムも必要であると考えられた。

16

図 24

【今後の震災対応におけるポイント】

●原因としての１）地震・２）津波・３）放射線。

▲①自助・②共助・③公助の時系列（防災対策と自助・共助・公助間連携）、及び

■Ⅰ震災一次被災地域・Ⅱ震災二次被災地域・Ⅲ安全地域の、被災地域分類による地域相

互の関連性(地域間格差と地域間連携)

を三つの軸にする必要がある。

１）災害が発生 → 原因の特定 → 被災地分類における該当区分別の対処マニュアル

に従い行動する ＝ 同時に初動は自助であり、原因別に個人・家庭・地域・都道府

県・国別の自助マニュアルに基づき 72時間の自助が可能な体制を構築する

２）時間の進展とともに共助・公助に移るので、地域・都道府県・国別のマニュアルで被

災地分類の該当区分ごとに対応、Ⅰ震災一次被災地域・Ⅱ震災二次被災地域・Ⅲ安全

地域が連動・連携しながら対応できるように全体を統合したシステムとして構築して

おく。
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３）常に現場主導であること。被災者個人個人の問題を最重要と捉え、都道府県・国レベ

ルの対応が個人をないがしろにしない、個人が埋没しないように計らうことが重要で

ある。

４）原因としての１）地震・２）津波・３）放射線。

①自助・②共助・③公助の時系列（防災対策と自助・共助・公助間連携）、及び

Ⅰ震災一次被災地域・Ⅱ震災二次被災地域・Ⅲ安全地域の、被災地域分類による地域

相互の関連性(地域間格差と地域間連携)

の全ての対応において国際生活機能分類の『生活機能＝生きることの全体』を中心に

据えること。

５）災害が与えた『生きることの困難』に対処するには、困難さの分類と評価が必要であ

る。ここに国際生活機能分類の危機管理版を作成しておき、災害時の個人の生きるこ

との困難、災害時の家庭の生きることの困難、災害時の地域の生きることの困難、災

害時の都道府県別の生きることの困難、災害時の国の生きることの困難等をそれぞれ

に分類し、かつ連動するように立体的に構造化しておく。

２．災害危機管理へのＩＣＦの応用

ICF 国際生活機能分類は、生活機能＝そのひとの「生きることの全体」を支援する総合的

な分類である。表４のように WHO が 2001 年に提唱し、医学の分野ではリハビリテーション・

小児科学・精神科等において利用され始めている。

ICF の特長は、人が「生きることの全体」を心身機能・活動・参加の全体像として、単純

な要素の集合体ではなく、統合された（融合的な）全体として捉えている点にある（図 25）。

心身機能・活動・参加を支援するために、在宅医療・介護・行政等の在宅ケアの種々の

役割分担が示される（図 26）。あるときには心身機能の低下・破綻が震災による障害や避難

所での健康阻害として表出され、またあるときには活動や社会参加が阻害される。

WHO 54.21の決議文は以下の通りである。

第54回世界保健会議は、

１．「国際障害分類」（ICIDH）第２版を、国際生活機能分類：

国際障害分類改訂版（略称ICF）として承認承認し、

２．加盟国に対し、加盟国に対し、ICFICFを研究、サーベイランスおよび報告の上でを研究、サーベイランスおよび報告の上で

各国の事情を考慮し、特に将来の改定を念頭におきつつ各国の事情を考慮し、特に将来の改定を念頭におきつつ

適切な方法で用いることを勧告適切な方法で用いることを勧告 し、

３．WHO事務総長に対し、加盟国への要請に応じてICFの活用の

ための援助を行うことを要請要請する。

第第5454回回 世界保健会議（世界保健会議（WHOWHO総会総会 20012001年年55月月2222日日 ジュネーブジュネーブ）） 決議文より決議文より

ＩＣＦ（国際生活機能分類）モデルＩＣＦ（国際生活機能分類）モデル

個々の要素が統合された全体である個々の要素が統合された全体である

健康状態健康状態

参参 加加

環境因子環境因子

活活 動動心身機能心身機能

個人因子個人因子

「ＩＣＦの理解と活用」 上田敏 著 より引用（一部改）

表４                  図 25
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その時々に多職種による支援を行いながらそれぞれの職種も含まれた全体として、生活

者の生活機能＝生きることの全体が維持されるのである（図 27）。

図 26                  図 27

震災一次被災地域・震災二次被災地域・安全地域のそれぞれの問題についても、ICF は威

力を発揮する（図 28・29・30）。生きることの全体をそれぞれの視野から見つめ、今被災者

ができることを拡張して本来の生活をさらに高めてゆく道筋が提供されるのである。

ＩＣＦＩＣＦ（国際生活機能分類）モデル（国際生活機能分類）モデル（（20012001年年WHOWHO提唱）提唱）

をを震災対策に応用震災対策に応用するする

健康状態健康状態

参参 加加

環境因子環境因子

活活 動動心身機能心身機能

個人因子個人因子

「ＩＣＦの理解と活用」 上田敏 著 より引用（一部改）

ＩＣＦＩＣＦ（国際生活機能分類）モデル（国際生活機能分類）モデル（（20012001年年WHOWHO提唱）提唱）

をを震災対策に応用震災対策に応用するする

健康状態健康状態

参参 加加

環境因子環境因子

活活 動動心身機能心身機能

個人因子個人因子

「ＩＣＦの理解と活用」 上田敏 著 より引用（一部改）

図 28                 図 29

ＩＣＦＩＣＦ（国際生活機能分類）モデル（国際生活機能分類）モデル（（20012001年年WHOWHO提唱）提唱）

をを震災対策に応用震災対策に応用するする

健康状態健康状態

参参 加加

環境因子環境因子

活活 動動心身機能心身機能

個人因子個人因子

「ＩＣＦの理解と活用」 上田敏 著 より引用（一部改）

図 30
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３．個別事例におけるＩＣＦ

ＩＣＦ（国際生活機能分類）は「生きることの全体」を示す分類であり、身体的な側面

に限らず社会参加や活動、環境といった生活全般を包括的に示すものである。したがって

この観点は平常時はもちろんのこと、震災直後やその後の生活再建における健康や健康関

連を分類する点でも有効なものと考えられる。以下では事例に沿ってＩＣＦを当てはめ、

その問題解決を図る一助としてＩＣＦをどのように活用するか検討した。

事例１：地震による家屋損害で、親戚宅に身を寄せた要介護高齢者の健康

地震による家屋の損壊によってＡさん（78 歳・男性・要介護 2）とその家族は、震災直後

から親戚宅に非難した。1 ヶ月程度は親類も気を使い互いに労わったが、1 ヶ月も超えると

Ａさんの家族の介護疲れもいっそう目立つようになり、Ａさんも徐々に生活リズムの違い、

生活習慣の違いや気疲れから体調を崩すことが多くなった。外来通院が困難であったため、

地域の民生委員等に相談した。またできるだけ早くヘルパーに来てもらい介護をしてもら

うことを望んでいる。

・同居家族の介護疲れ・同居家族の介護疲れ

・生活リズム・食事の・生活リズム・食事の

違い違い

・気疲れ・気疲れ

b1340睡眠の量 b1263精神的安定

d870経済的自給

e410家族の態度e415親族の態度

d760家族関係
d630調理 d640調理以外の家事

b1300活力レベル

e230自然災害

e5100消費財生産

のためのサービス

家庭生活

e165資産

e530公共事業サービス・制度・政策

e355保健の専門職
e525住宅供給サービス・制度・政策

e580保健サービス・制度・政策

d610住居の入手
d620物品とサービスの入手

d510-599 セルフケア等

e340対人サービス提供者
e570社会保障サービス・制度・政策

e530公共事業

サービス・制度・
政策

e340対人サービス提供者

e570社会保障サービス・制度・政策
e575一般的な社会的支援サービス・
制度・政策

注）図は向かって左から右へ時間経過を表す
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東日本大震災では津波の家屋流出のみならず、激震による家屋損壊も多く存在する。要

介護認定を受け在宅で生活していたＡさんは、地震によって家屋・土地に被害を受けた。

これまでの生活を大きく変化させた地震を健康や生活全体の阻害要因（e230 自然災害）

と位置づけることができる。それによって家庭生活に不自由をきたし（活動と参加：家庭

生活 d610～699）、かつ住宅や土地といった財産等にも大きな損害がでた（環境因子：e165

資産、e5100 消費材生産のためのサービス）。

電気やガス、水道等のライフラインも途絶した（環境因子：e530 公共事業サービス・制

度・政策）ために、自宅から親戚宅へ一時的に避難した。物資不足に加え、それまでの生

活と勝手が異なるため徐々に不自由な思いを募らせた（d760 家族関係、e410 家族の態度、

e415 親族の態度）。Ａさんは日常的に介護が必要なため（e570 社会保障サービス・制度・

政策）、通常は介護保険を使い居宅サービスを利用していたが（e340対人サービス提供者）、

震災のために利用できず、しばらくは家族が介護を続けた。

しかし家族も徐々に身体的・精神的疲労が出はじめ、Ａさん自身も以前より寝ている時

間が長くなっていった。

このように大規模震災のもと、介護を必要とするＡさんにとって１）生活様式の急変、

２）介護体制の不足、が解決すべき課題と言える。そこで以下のとおり被災によって不十

分となった機能とその解決につながる機能を整理した。

被災による直接的因子

構成要素 側面 コード 機能内容

環境因子 阻害因子 e230 自然災害

環境因子 阻害因子 e165  資産有形あるいは無形の生産品や商品経済的資産

環境因子 阻害因子 e5100 消費財生産のためのサービス（移動、コミュニケー

ション、教育、交通、就労、家事のために用いる生

産品と用具）

環境因子 阻害因子 e530 公共事業サービス・制度・政策

避難にともなう因子

構成要素 側面 コード 機能内容

心身機能 機能障害 b1340 睡眠の量

心身機能 機能障害 b1263 精神的安定

心身機能 機能障害 b1300 活力レベル

活動と参加 活動制限 d630 調理
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活動と参加 活動制限 d640 調理以外の家事

活動と参加 参加制約 d760 家族関係

活動と参加 活動制限 d870 経済的自給

環境因子 阻害因子 e410 家族の態度

環境因子 阻害因子 e415 親族の態度

環境因子 阻害因子 e340 対人サービス提供者

環境因子 阻害因子 e570 社会保障サービス・制度・政策

このような点からＡさんの臥床での生活時間が増え、

ⅰ）歩行移動（活動と参加：ｄ450 歩行 ｄ455 移動 ｄ460 さまざまな場所での移動）

ⅱ）食事(活動と参加：d550食べること、b560飲むこと)

ⅲ）排泄(活動と参加：d530排泄)

の面で以前よりも一層介護者の負担が大きくなった。

これら ADL（iADL）の低下に対し、行政により政策的な支援が早急に実施される必要があ

る。安全な地域での住居確保（仮設住宅もしくは借り上げ住宅）が必要である。また家族

による介護ではオムツや衛生材料が必要となるため、物資の供給体制が早急に求められる。

それにともない物品等の購入が十分可能な経済状況であることが重要といえる。

家族は親戚に気を使いながら生活しＡさんの介護をおこなうため、家族の健康状態（栄

養、睡眠が確保）も考慮しなければいけない。

生活機能改善のための因子

構成要素 側面 コード 機能内容

活動と参加 活動 d630 住居の入手

活動と参加 活動 d640 物品とサービスの入手

環境因子 促進因子 d760 家族関係

環境因子 促進因子 d870 経済的自給

環境因子 促進因子 e410 家族の態度

環境因子 促進因子 e415 親族の態度

環境因子 促進因子 e340 対人サービス提供者

環境因子 促進因子 e570 社会保障サービス・制度・政策

家族の介護疲労が徐々にたまりつつあるため、介護保険等の公的サービスを適用しホー

ムヘルパーを利用することによって、Ａさんの介護環境も改善することが予想できる。
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事例２：生活の急激な変化による高齢者の認知症の発症・進行の対応

Ｂさん（82 歳・女性）は、津波によって家屋が浸水し避難所でしばらく生活することを余

儀なくされたが、長期化することを予想し仮設住宅への入居を早々に決めた。Ｂさんが親

しくしていた人々は離れた地域の仮設住宅へ入居することになった。仮設住宅での生活後

まもなく、Ｂさんと同居する娘（57 歳）は、Ｂさんの様子がそれまでと異なり、落ち着き

がなく日々不安が増強し、何事にも意欲が希薄となっていったことに気がついた。外出し

た際に自宅の家がわからなくなるなど認知症が疑われたため、地区の班長に相談した。

不安不安のの増強、意欲増強、意欲低下低下

d720複雑な対人関係

d730よく知らない人との関係

e530社会保障サービス・制度・政策

e355保健の専門職

e525住宅供給サービス・制度・政策

e580保健サービス・制度・政策

e340対人サービス提供者

b117知的機能

e5100消費財生産のため

のサービス

d750非公的な社会関係

家庭生活
b1263精神的安定性

b130活力と欲動

d610住居の入手
d620物品とサービスの入手

e165資産

d410家族の態度

e230自然災害

事例 2.3 の両者においても事例 1 と同様のことが言える。本震災では直接的な身体的健康

被害が少なく（死亡者は津波が直接原因であることが多く、阪神淡路大震災のような重傷

者が少ない）、生活環境の激しい変化による身体・精神面への影響が大きい。そのため、い

かに環境因子の阻害因子を促進因子へと転換していくかが鍵となる。
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事例３：在宅人工呼吸器使用者の電気途絶への緊急対応

Ｃさん（65 歳・男性）は、筋萎縮性側索硬化症の発症にともない、5 年前から在宅で人工

呼吸療法（ＴＰＰＶ）をしながら生活をしている。震災直後の停電にともなって補助バッ

テリー等を使って呼吸器を動かし続けたが、準備していた以上に停電が長時間に及ぶこと

がわかった。予備の外部バッテリーは 2 つあるが、合わせても 6 時間ほどしか持たない。

そこで自動車のシガーソケットから電源が供給できるＤＣインバーターを使用し、人工呼

吸器を継続的に稼動させることが可能となった。

b440呼吸機能

b445呼吸筋の機能

b450- b469 心疾患系と

呼吸器系に関連した感覚

e245時間的変化

e115日常生活おける個人用の生産品と用具

e310家族 e320友人 e355保健の専門職 e360その他の

専門職 e325知人・仲間・同僚・隣人・コミュニティの成員

e530 公共事業サービス・制度・

政策

e115 日常生活おける個人用の

生産品と用具
e530 公共事業サービス・

制度・政策

e230自然災害

（参考）

１）シンポジウム・震災と停電をどう生き延びたか 福島の在宅難病患者・人工呼吸器ユ

ーザー（他）を招いて 2011/09/18 於：京都市ートピア京都大会議室 13:00

http://www.arsvi.com/d/d10e20110918.htm

２）ICF 国際生活機能分類 -国際障害分類改訂版-世界保健機関（WHO）中央法規出版 2008
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事例４

同居している義父母に、住み慣れた土地なので離れたくないと言われ、また、夫の福島県外

に職を求めるとなると、現在得られている収入に比べて、かなり減収してしまうので留まる

ことになった。その後、放射線測定器を借りて、自宅室内の線量を測定してみると、毎時

0.3 マイクロシーベルトと高い値が測定されたため、政府・メディアが繰り返し「今すぐ影

響はない｣と報道してきたことに疑念を抱くようになった。

夫の職場が福島県内

家族の健康を考慮すると
県外に引っ越したい

経済的理由により
引越せない

政府・マスコミ等による
「今すぐ影響は無い」

0.3μSvという
高い値

住み慣れた所から
離れたくない

阻害要因に対応するＩＣＦを表 1 に示す。

表 1

阻害要因 対応するＩＣＦ

住み慣れた土地なので離れられない
e325：知人・仲間・同僚・隣人・コ

ミュニティの成員

〖表 1 の説明〗地方で長年生活を営んできたお年寄りにとって、コミュニティの中で人間関

係を構築してきたので、コミュニティの成員などが重要になってくる。これに該当するＩＣ

Ｆは環境因子の e325：知人・仲間・同僚・隣人・コミュニティの成員となる。

ＩＣＦとしての解決策を表 2に示す。

表 2

阻害要因 ＩＣＦの解決策

住み慣れた土地なので離れられない
e425：知人・仲間・同僚・隣人・コ

ミュニティの成員の態度
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〖表 2 の説明〗お年寄りにとって、少なくとも、新たな土地に移るとなると、その土地に溶

け込めるか否かは移動先のコミュニティで接する人々の態度も 1 つの要因と考えられる。こ

れに該当するＩＣＦは環境因子の e425：知人・仲間・同僚・隣人・コミュニティの成員の

態度となる。

阻害要因に対応するＩＣＦを表 3 に示す。

表 3

阻害要因 対応するＩＣＦ

今すぐに影響は無いと言われたが、実

際には高い放射線量が検出
e560：メディアサービス・制度・政策

〖表 3 の説明〗政府が発表した放射線の数値を報道したのがメディアなので、ＩＣＦの環境

因子の e560：メディアサービス・制度・政策が該当する。

ＩＣＦとしての解決策を表 4に示す。

表 4

阻害要因 ＩＣＦの解決策

今すぐに影響は無いと言われたが、実

際には高い放射線量が検出

e555：団体と組織に関するサービス・制

度・政策

〖表 4 の説明〗非営利団体などを組織して、独自で検査機器を購入して調べる。これに該当

するＩＣＦの環境因子が e555：団体と組織に関するサービス・制度・政策。

阻害要因に対応するＩＣＦを表 5 に示す

表 5

阻害要因 対応するＩＣＦ

d740：公的な関係
引っ越せない

e165：資産

〖表 5 の説明〗雇用主や仕事仲間との関係から、仕事を辞めにくい場合があれば、ＩＣＦの

活動と参加の d740：公的な関係が該当する。また、経済的な理由があれば、ＩＣＦの環境

因子の資産が該当する。
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ICF としての解決策を表 6 に示す。

表 6

阻害要因 ＩＣＦの解決策

d845：仕事の獲得・維持・終了

e570：社会保障サービス・制度・政策引っ越せない

e590：労働と雇用のサービス・制度・政策

〖表 6 の説明〗福島県外に引っ越すのであれば、現在の仕事を維持することは困難になる。

これに当たるＩＣＦは活動と参加の d845：仕事の獲得・維持・終了となる。次の職を見つ

けるまでには、雇用保険などの社会保障サービスなどが必要になるので、これに該当するＩ

ＣＦは環境因子の e570：社会保障サービス・制度・政策になる。就職支援サービスなどを

活用することになれば、労働と雇用のサービスなどが必要になる。これに該当するＩＣＦは

環境因子の e590：労働と雇用のサービス・制度・政策となる。

事例５

事故以前より放射能の高い食材を口にせざるを得ない状況が続いている。子供の通う学校で

の給食の食材は牛乳が福島県産、他の食材は産地不明。福島第一原子力発電所の爆発事故か

ら、時間が経過するにしたがって、子供達が口内炎など体調不良を訴えはじめた。

事故以前より放射能に汚染
された食材

子供達が口にする

子供達が鼻血や口内炎の
症状を訴える

医師に子供達の症
状を相談する
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阻害要因に対応するＩＣＦを表 7 に示す。

表 7

阻害要因 対応するＩＣＦ

放射能に汚染された食物 e235：人的災害

〖表 7 の説明〗放射能に汚染された食材が生じたのは人的災害であり、ＩＣＦの環境因子と

して e235：人的災害が当てはまる。

ＩＣＦとしての解決策を表 8に示す。

表 8

阻害要因 ＩＣＦの解決策

e510：消費財のためのサービス・制度・政策

e565：経済に関するサービス・制度・政策放射能に汚染された食物

e570：社会保障サービス・制度・政策

     

〖表 8 の説明〗汚染された食材は国家や行政機関による出荷停止などの措置をとらなけれ

ば、市場に流通してしまい、更なる放射能による汚染を拡大してしまう原因となる。

放射能汚染を拡大させないためには、国家・行政機関による基準・管理・政策が必要になる。

これに該当するＩＣＦが e510：消費財のためのサービス・制度・政策、である。

また、経済的な政策も担保しなければ、原発事故以前に食品加工などの分野で生計を立て

ていた企業などが倒産するかもしれない。そこで、銀行などが貸し渋りなどを起こさない制

度などが必要になる。これに該当するＩＣＦが e565：経済に関するサービス・制度・政策

である。

さらに原発事故により、農家並びに漁業関係者は生産した食材が売れなくなり、所得確保

ができない。ここでは所得補償が必要になってくる。これに該当するＩＣＦが e570：社会

補償サービス・制度・政策である。

阻害要因に対応するＩＣＦを表 9 に示す。

表 9  

阻害要因 対応するＩＣＦ

b134：睡眠機能

b280：痛みの感覚子供達が口内炎など体調不良を訴える

b810：皮膚の保護機能
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〖表 9 の説明〗口内炎は痛みを伴い、機能障害としては皮膚損傷を起こしているので、ＩＣ

Ｆの心身機能の b280：痛みの感覚、b810：皮膚の保護機能が当てはまる。口内炎はストレ

スや睡眠不足も原因であることから、ＩＣＦの心身機能の b134：睡眠機能が該当する。

ＩＣＦとしての解決策を表 10に示す。

表 10

阻害要因 ＩＣＦの解決策

b134：睡眠機能

d240：ストレスとその他の心理的要求と対処子供達が口内炎など体調不良を訴える

d630：調理

〖表 10 の説明〗口内炎は睡眠量やストレスと関係してくるので、ＩＣＦの心身機能の

b134：睡眠機能、ＩＣＦの活動と参加の d240：ストレスとその他の心理的要求と対処が当

てはまる。また、ビタミン不足でも口内炎は起こるので、ＩＣＦの活動と参加の d630：調

理が該当する。

阻害要因に対応するＩＣＦを表 11 に示す。

表 11

阻害要因 対応するＩＣＦ

医師に子供の症状を相談する e355：保健の専門職

〖表 11 の説明〗親は子供の症状を心配して、子供を病院に連れてくる。患者の症状を見る

のが、医師であるので、ＩＣＦの環境因子の e355：保健の専門職となる。

ＩＣＦとしての解決策を表 12に示す。

表 12

阻害要因 ＩＣＦの解決策

d760：家族関係
医師に子供の症状を相談する

e450：保健の専門職の態度

〖表 12 の説明〗保健の専門職である医師の対応次第で、子供の症状を心配する親の心理に

影響するので、ＩＣＦの環境因子の e455：保健の専門職の態度、ICF の活動と参加の d760：

家族関係が該当する。

（参考）時事ドットコム 福島エクソダス～原発事故は福島に何をもたらしたのか～

http://www.jiji.com/jc/v?p=fukushima-exodus00001-01
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事例６

Ａさん(78 歳：女性)

原発事故による放射線汚染のため避難指示があり、他県に住む長女夫婦のところへ避難をした。

避難前は独居生活で身の周りのことは自分で行えていたが、生まれ育った故郷のことや今後の生

活の立て直しを考えると無気力になり、食事もあまり摂らなくなった。住み慣れない環境で生き

がいを失い、家の中では寝ていることが多いことから筋力の低下もみられるようになった。

寝たきりに

喪失感

災害

避難

日常生活

無気力

食欲低下

筋力低下

ＩＣＦ 心身機能
ｂ122：全般的な心理社会的機能

ｂ130：活力と欲動の機能
ｂ152：情動機能
ｂ180：自己と時間の経験の機能

ｂ510：摂食機能
ｂ730-b749：筋の機能

環境の変化

不安

事例

ＩＣＦ 活動・参加
ｄ230：日課の遂行

ｄ240：ストレスとその他の心理的要求への対処
ｄ570：健康に注意すること

ｄ910：コミュニティライフ
ｄ920：レクレーションとレジャー

ＩＣＦ 環境因子

e230：自然災害
e235：人的災害

e320：友人
e325：知人・仲間・同僚・隣人・コミュニティの成員
e355：保健の専門職

e360：その他の専門職
e465：社会的規範・慣行・イデオロギー

e580：保健サービス・制度・政策

生活不活発

※ 災害時のメンタルケアの特徴と長期ケアの必要性

http://npo-scc.jp/data/5_2sho.pdf#search='災害時のメンタルケアの特徴と'

※ ICF による事例の捉え方(うつ病)
http://plaza.umin.ac.jp/~haruna/startICF/case.htm
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ＩＣＦ 解説

〇心身機能

原発事故の影響で他県へ避難したことから、Ａさんは精神的に故郷への喪失感(b122：全般的な

心理社会的機能)、先の見えない生活に不安(b152：情動機能)が生じている。これまで自立した生

活を送ってきただけに、新しい環境での生活に生きがいが得られずに(b180：自己と時間の経験の

機能)何事にも無気力(b130：活力と欲動の機能)となっている。災害を起因とする様々なストレス

から生活が不活発となり、食欲低下(b510：摂食機能)・筋力低下(b730-b749：筋の機能)を及ぼし

ている。

事例 ＩＣＦ 心身機能

故郷への喪失感 b122：全般的な心理社会的機能

先の見えない生活に不安 b152：情動機能

生活に生きがいが得られずに b180：自己と時間の経験の機能

何事にも無気力 b130：活力と欲動の機能

食欲低下 b510：摂食機能

筋力低下 b730：筋力の機能

b735：筋緊張の機能

b740：筋の持久性機能

b749：その他の特定の,および詳細不明の,筋の機能

〇活動・参加

無気力となったライフスタイル(d230：日課の遂行)の再構築をしていくためには、抱えている不

安やストレスの軽減(d240：ストレスとその他の心理的要求への対処)が必要であり、Ａさんを傾

聴し、寄り添っていくコミュニティ(d910：コミュニティライフ)との関係が求められる。地域と

の関わりあいの中で、生活に役割が持てるような地域活動(趣味、娯楽、家事など)の促進(d920：
レクレーションとレジャー)が必要である。また、地域との関わりが新たな交流の機会となり、健

康を維持していく(d570：健康に注意すること)上での生活の刺激となる。

事例 ＩＣＦ 活動と参加

ライフスタイル d230：日課の遂行

抱えている不安やストレスの軽減 d240：ストレスとその他の心理的要求への対処

コミュニティ d910：コミュニティライフ

地域活動(趣味、娯楽、家事など)の促進 d920：レクレーションとレジャー

健康を維持していく d570：健康に注意すること
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〇環境因子

・阻害因子

自然災害(e230：自然災害)、人的災害(e235：人的災害)による生活環境、習慣の変化(e465：社会

的規範・慣行・イデオロギー)が阻害因子としてＡさんに大きな影響を与えている。

・促進因子

定期的に保健師(e355：保健の専門職)などの専門職(e360：その他の専門職)のアプローチによる

健康の維持・予防、状態把握(e580：保健サービス・制度・政策)をしていくことはコミュニティ

との関わりを持つ機会となる。環境の変化により希薄となっている人間関係に、健康を目的とし

た交流の場・機会の創出を行っていくことで近隣住民(e320：友人) 、(e325：知人・仲間・同僚・

隣人・コミュニティの成員)との社会参加が可能となる。

事例 ＩＣＦ 環境因子(阻害因子)
自然災害 e230：自然災害

人的災害 e235：人的災害

習慣の変化 e465：社会的規範・慣行・イデオロギー

事例 ＩＣＦ 環境因子(促進因子)
保健師 e355：保健の専門職

専門職 e360：その他の専門職

健康の維持・予防、状態把握 e580：保健サービス・制度・政策

近隣住民 e320：友人

e325：知人・仲間・同僚・隣人・コミュニティの成員
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４．地域～ のかかわりとＩＣＦ  

 

個人個人

地域地域

国内国内

国際国際一次被災地域二次被災地域安全地域
範囲

 

 

ＩＣＦは人の生活機能と障害に関する状況の記述を可能にし、情報を組織化する枠組み

として役立つものである。またＩＣＦを構成する各要素（①心身機能と身体構造、②活動

と参加、③環境因子、④個人因子）は、それぞれ肯定的・否定的な両面の表現が可能であ

る。震災における一次被災地域、二次被災地域、安全地域におけるＩＣＦは、そのれぞれ

肯定的な側面、否定的な側面の状況が異なる。 

● 一次被災地域のＩＣＦ  

⇒ 生命や身体の危険が多く、構成要素はほとんどが否定的側面で表現できる 

● 二次被災地域のＩＣＦ 

   ⇒ 危険は少ないがライフラインの途絶等で生活がままならないため、否定的側

面が多いものの肯定的側面も含まれる 

● 安全地域のＩＣＦ 

   ⇒ 影響はわずかであり、健康な生活に支障がなく肯定的側面で表現できる 

ＩＣＦは個人を取り巻く健康関連の生活機能分類であるが、個人の集まり（集団）の場

合においては、地域範囲としてＩＣＦの分類が検討可能と考えられる。また地域レベルの

集まりによって国内範囲のＩＣＦが表現でき、さらに国際範囲のＩＣＦへと解釈を拡大さ

せることが可能と思われる。 
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ＩＣＦの視点から東日本大震災の世界的、国際的な影響を考えた場合、青森、宮城、福

島茨城、千葉が受けたような 1 次的被災地域は、全体から見てきわめて限定的な地域にと

どまるが、直接的な影響が数々見受けられた。また 2 次被災地域、安全地域といった分類

をした場合もその影響は各国・各地から報じられている。ＩＣＦが示す「生きることの全

体」に、これらの状況をあてはめた場合、時間や場所を超えた普遍的な生活機能が見えて

くる。以下では、世界的、国際的な東日本大震災の影響を具体的に検討し、ＩＣＦの視点

から解説する。 

 

 

 

事例１：ガソリン途絶中の移動手段の確保 

＜個人・地域レベル＞ 

自宅がある石巻市から仙台市へ電車通勤をしていたＡさんは、震災による津波の影響で交

通が遮断され、帰宅困難となったため職場へ三日間宿泊をした。交通、情報網の遮断によ

り家族や自宅の状況について確認が行えずにいたが、職場から電気自動車の貸出を受けて

移動が可能となった。 

 

 

仙台市
中心部

石巻市

一次被災地二次被災地

交通機関

災害により
交通の遮断

電気自動車

個人レベル

自宅状況
安否確認等

企業からの貸出
ガソリンが不要

移動が可能に！

地域レベル

物資搬送
巡回診療等

勤務先

外出先

通学先

ＩＣＦ 活動と参加
ｄ470：交通機関や手段の利用

ＩＣＦ 阻害因子
e110:個人消費用の生産品や物質
e120：個人的な屋内外の移動と交通のための
生産品と用具
e230：自然災害

ＩＣＦ 個人・地域レベル
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ＩＣＦ解説 

〇心身機能 

被災状況から身動きがとれない状態であるため、自宅状況や家族の安否に関して心配や不

安がある。(ｂ152：情動機能) 

〇活動・参加 

Ａさんは勤務地である二次被災地において被災したが、自宅は直接的な津波被害を受けた

一次被災地である。通勤に利用していた仙台、石巻間の線路においては津波の被害を受け、

復旧までは長期的な時間を要するため他の交通手段(ｄ470：交通機関や手段の利用)、ルー

トが求められた。(ｄ175：問題解決)そのような状況下において自動車企業からの電気自動

車の無料貸し出しは、ガソリンを必要としないため移動手段のひとつとして有効的であっ

た。電気自動車の利用(ｄ475：運転や操作)は、震災時の物資の搬送や避難所等の巡回診療

に活用されたことから、今後の震災に備えて移動手段の供給体制を検討していくことも必

要である。 

○環境因子 

ライフラインの途絶、交通・情報網の遮断と同様にガソリンの供給不足(e510：個人消費用

の生産品や物質)は車での移動(e120：個人的な屋内外の移動と交通のための生産品と用具)

を妨げ、行動を制限する大きな要因となっている。 

 

 

＜国レベル＞ 

被災地ではライフライン（電気・ガス・水道）、公共交通（空港・港湾施設・鉄道）が破壊

されたことにより、輸送手段は自動車のみに限定された。加えて、被災地ではガソリンス

タンドに十分な燃料がある店舗でも電力の途絶により給油ができなく、電力が復旧するま

で開店休業の状態が続いた。そのため、被災地において、自動車を利用できる人は限定さ

れた。 

 解決策 

 安全地域から国が中古自動車を中心に買い取り、被災地に無料で貸し出す 

  中古自動車を買い取る   環境因子：経済に関するサービス・制度・政策 

  無料で自動車を貸し出す  環境因子：一般的な社会的支援・サービス・制度・政策 

 被災地でも被災してより不便になった地域のガソリンスタンドにガソリンを優先的に

供給する 

  優先的に供給する    環境因子：一般的な社会的支援・サービス・制度・政策 

 協力企業に一時的に税制上の優遇措置を与える代わりに、被災地まで自動車を輸送し

てもらう 

  税制上の優遇措置    環境因子：経済に関するサービス・制度・政策 
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＜国際レベル＞ 

今回の震災では、地震と津波によって数多くの自動車が被災した。自家用車、事業用車

両、ディーラーや中古車事業者の商品 などが二度と使用出来ない状態になった。宮城県で

は、まず自家用車の被災規模を浸水区域の世帯数（８万６千世帯）、県内の世帯当たりマイ

カー保有比率（１・３７３台＝平成２１年全国消費実態調査）から割り出した。さらに事

業用車両やメーカー、ディーラ ーなどが持つ商品の被害の推計を加えると、１４万６千台

になる。 

 一方、4県の被害規模の推計に関しては、総務省・統計局がまとめた東日本大震災の推定

浸水域にかかる人口・世帯数と自動車検査登録情報協会がまとめた「２０１０年のマイカ

ー世帯普及台数」から算出した。各県の被災車両の推計は青森が２４１９台、岩手が４万

５０４７台、宮城が１２万５４５３台、福島が２３万５７１２台となった。  

 計約４１万台の自動車を一挙に廃棄した場合、それを補う車両の手当ても困難といえる。

そこで国内での自動車の確保に間に合わない場合は、諸外国から中古自動車等の移動手段

を緊急的に輸入することも検討できる。十分な台数を被災地の生活移動手段に使用するこ

とで被災地域での移動が活性化され、経済的効果を生みやすくなる。 
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事例２：避難者（妊産婦、子ども）の移住と生活 

＜個人・地域レベル＞ 

Ａさん女性 28歳の例 

原発事故による放射線汚染の影響は多岐に渡り、出産をニヶ月後に控えているＡさんが

住む地域においても避難生活を余儀なくされている。Ａさん自身も放射線による胎児への

影響を考え、他地域での出産を望んでいる。 

地域住民の避難と同時にかかりつけの医療機関においても産科としての医療環境が整わ

ない状況であり、出産に対して強い不安を感じている。また、近隣から住民が避難したこ

とにより子育てを支援する社会資源が減少し、現在は夫が２歳の娘の育児を行っている。

長期的に考えると経済面でも今後の生活を心配している。 

 

 

食物

育児

不安

仕事

生活環境

避難と生活の維持が必要

地域レベル

住民は
避難が必要

個人レベル

放射性物質

Ａさん
身体的影響の無い生活環境
出産を行う医療環境
避難生活、出産費用
子育てを支援する社会資源

健康

個人・地域レベル

原発事故

 

（参考） 

福島県内の未就学児を持つ家族を対象とする原発事故における「避難」に関する合同アン

ケート調査 http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/news/fspyouyaku.pdf 
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ＩＣＦ 解説 

 

〇心身機能 

避難生活に伴う生活資金の確保と放射線による身体的な影響及び地域にＡさんが安心して

出産に望める(ｂ660：生殖の機能、ｂ6601：妊娠に関する機能、ｂ6602：出産に関する機

能)医療環境がないため、不安を感じている(ｂ152：情動機能) 

 

〇活動・参加 

放射線による影響を受けないように(ｄ240.：ストレスとその他の心理的要求への対処)、

胎児と自分自身の健康を維持していくために(ｄ570：健康に注意すること)避難生活を強い

られている。社会生活全般(ｄ910：コミュニティライフ)を失うために、住居の確保(ｄ610：

住居の入手)や仕事の獲得(ｄ845：仕事の獲得・維持・終了)が必要である。同じような境

遇の妊婦との交流の場(ｄ920：レクリエーションとレジャー)や、出産への不安を共有する

地域との関わりが求められる。 

 

〇環境因子 

原発事故(e230：自然災害、e235：人的災害)を起因とする地域住民(e215：人口・住民)の

避難は、マンパワーの不足による社会環境の変化を起こし、阻害因子として出産を控える

Ａさんの医療的な面での不安要素となっている。避難先の確保(e525：住宅供給サービス・

制度・政策)、経済的な圧迫(e570：社会保障サービス・制度、政策)、放射線による環境汚

染(e260：空気の質)等、今後の生活を送る上で専門職(e355：保健の専門職、e360：その他

の専門職)からの情報提供や生活指導(e580：保健サービス・制度・政策)を行い、安心して

出産に取り組める環境作りが必要となる。 

 

 

＜国レベル＞ 

～ 事故直後 ～ 

高濃度に放射線に汚染された地域に人々が長期間生活を営むことは、将来、高濃度汚染

地域で暮らす人々の健康のことを考慮すると、好ましいものではない。そのため、少なく

とも A さんのような放射能による影響が強く出現すると考えられている妊産婦・子供は、

国が強制的に避難させるべきである。（これに当たる ICFは環境因子の e595：政治的・サー

ビス・制度・政策）となる。 
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妊婦・子供
国

強制移住命令

汚染の少ない地域へ移住させる

 

 

 

～ 事故後の補償 ～ 

強制移住をさせる際に国は、衣・食・住の確保はもちろんのこと、継続的な医療・教育

支援を保障しなければならない。（これに当たる ICF は環境因子の e525：住宅供給サービス・

制度・政策 e570：社会保障サービス・制度・政策 e580：保健サービス・制度・政策 e585：

教育と訓練のサービス・制度・政策）となる。その際、子育て・新たな土地での生活の不

安があるので、コミュニティ単位、あるいは、町ごと移住させるべきである。 

国

強制移住命令

妊婦・子供

衣・食・住・病院・学校の保障
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～ 受け入れ先での生活 ～ 

移住先の受け入れが円滑にいくように、国は受け入れ先の自治体の補助金を増額する。

（これに当たる ICFは環境因子の e595：政治的・サービス・制度・政策）となる。 

国

受け入れる自治体

妊婦・子供

強制移住命令

補助金を付ける

 

 

～ 受け入れ先での就業 ～ 

また、移住先での生活が長期間に及ぶことを考えると、移住先での雇用確保しなければ

ならない。国は雇用を促進するために、移住者を積極的に雇用した企業には、減税措置を

講じたり、補助金を付与するなどする。（これに当たる ICFは環境因子の e595：政治的・サ

ービス・制度・政策）となる。 

国

母親移住した先の企業

補助金を付ける

雇用する

減税措置をする

子供を預ける
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放射線の影響を懸念し、計画的避難区域等から福島県内の他市町村、もしくは国内の他

都道府県へ自主的に避難している中には、住み慣れない地域での生活に戸惑いや不便を感

じている人々も多い。また時には福島から避難してきたというだけで差別的な扱わい方を

受けたという報道もある。 

避難者の受け入れに積極的な都道府県・市町村も一部あり、確かに福島第一原発から距

離を置くことで健康被害を免れることができる。しかし生きることの全体を考えた場合、

避難だけが単に健康に結びつくわけではない。就業、就学、介護等、多くの避難者にとっ

てこれらは極めて重要な問題であり、早急な解決が求められる喫緊の課題である。 

とくにＡさんのような妊産婦や 18歳未満の子どものいる家族に焦点を当てた場合、以下

のような不安が考えられる。同時に解決に結びつくための ICF 分類（肯定的側面として機

能するもの）を示す。 

 

 

妊産婦・18歳未満の子ども、両者に関わる否定的側面 

■参加制限：避難するための経済的ゆとり、 

■阻害因子：原発事故による放射能汚染（食べ物、土地）、行政のサポート不足 

 

＜問題とその解決＞ 

妊産婦  

１）出産にあたり身体的・精神的健康状態を知っている主治医がいない不安 

    d740公的な関係    e355保健の専門職 

e345よく知らない人  e580保健サービス・制度・政策 

 ２）妊産婦をサポートする家族の経済生活に関する不安（生計者の就業状況） 

   d845仕事の獲得・維持・終了、d850報酬を伴う仕事、d870経済的自給、 

e165資産、e410家族の態度、 e590労働と雇用のサービス・制度・政策 

 ３）出産後、不慣れな土地で育児体制（行政サービス）の見当がつかない不安 

e545市民保護サービス・制度・政策 

e575一般的な社会支援サービス・制度・政策 

e585教育と訓練のサービス・制度・政策 

 ４）育児にあたり地域のネットワークになじめるかどうかの不安 

   d710基本的な対人関係、 

d720複雑な対人関係 

   d740公的な対人関係、e425知人・仲間・同僚・隣人・コミュニティの成員の態度 

   e455よく知らない人の態度           
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18歳未満の子ども（とその家族） 

 １）親しい友人・仲間と離れることの寂しさ、不安 

   e320友人、e325知人・仲間・同僚・隣人・コミュニティの成員 

 １）異なる生活習慣、異なる校風の中における就学の不安 

   d750非公式な社会的関係 

   d810-820非公式な教育、就学前教育、学校教育 

    e585教育と訓練のサービス・制度・政策 

 ２）わからない学校事情のなかでの進路 

   d910コミュニティライフ 

e510消費財生産のためのサービス・制度・政策 

e585教育と訓練のサービス・制度・政策 

  ３）避難してきたことに関する引け目（いじめの不安） 

   d710基本的な対人関係 

   d720複雑な対人関係 

   d740公的な対人関係 

e420友人の態度 

      e425知人・仲間・同僚・隣人・コミュニティの成員の態度  
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このような他地域に生活拠点を移さざるを得ない状況において、現在避難先はおおよそ

国内の都道府県・市町村となっているが、支援の方策によっては国内に限定されるもので

はない。 

どの自治体も海外に友好関係を築いた姉妹都市がある。このような海外の都市において

出産・育児の支援体制、子どもの就学支援を中心とした避難者の受け入れが実施されるこ

とも有効と考えられる。国内は放射線量の低下に尽力し、国・地方行政とも行政サービス

の充足に必要なマンパワーが不足している。友好の深い諸外国からの支援を得ることで、

妊産婦の健康維持や不安の払拭、子どもの十分な就学環境を整備することが可能と言える。 

今回の東日本大震災における海外からの支援は、142 の国と地域、39 の国際機関からの

支援申し入れがあった（平成 23年 4月 20日現在）。その支援内容は 1）支援金、2）救援隊

等の支援人員派遣、3）医療提供、4）支援物品（食料含む）、その他専門家の派遣といった

被災地で行われる支援が中心であった。しかし今回の震災のように地震・津波の被害に以

外に、放射線によって土地が長期にわたる汚染にさらされた場合、その場所での生活継続

が健康阻害につながる。したがって被災直後に欠かせない大量の支援物資や救助支援は非

常に重要であると同時に、放射能汚染で避難が必要な住民に際しては、生活環境を根本的

に見直し、諸外国による受け入れ等の検討が必要と考える。台湾の李議員は、3 月 22 日に

立法院での記者会見の中で、「台湾の多くの人々がホームステイの受け入家庭となることを

歓迎している」とコメントを残している。 
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このように長期にわたる避難生活を必要とする場合、単に一時的な健康面に着目するの

ではなく、生活全体、生きること全体を視野に入れた上で、妊産婦、子どもの健康的な生

活をどのように確保するかが重要な課題と言える。海外での生活をある程度不自由なくす

ごすことに関しては、日本と支援諸外国の間で十分に検討する必要があるため、震災後話

し合いの場を持つことは難しい。今後をふまえ事前に協議を重ねる等の準備が必要である。 

 

 

 

 

 

（参考） 

東日本大震災海外支援 Wiki   http://wikiwiki.jp/h4j/ 
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５．世界における東日本大震災の影響 

 

１）津波による直接的損害 

アメリカ合衆国の例 

＜カリフォルニア州＞ 

米西海岸・アラスカ津波警報センターによると、東日本巨大地震による津波は１１日（日

本時間１２日）、米西海岸や中南米諸国に相次ぎ到達した。２メートルの津波を観測。デ

ルノルテ郡では男性３人か海岸付近に行き全員流されたが二人は自力で岸にたどり着い

た。 米カリフォルニア州北部で津波の写真撮影を試みて波にさらわれた２５歳の男性が死

亡した。 津波によるカリフォルニア州の被害額は船舶の転覆など合計５０００万ドル（４

１億円）を超える見込み。 

 

被害報告地域：クレセントシティ、サンタモニカ・ベイ、サンタクルーズ港、サンタバー

バラ、ベンチュラ 

 

＜オレゴン州＞ 

２メートルの津波を観測。保安官事務所によると４人が流されたが全員救助された。  

＜ハワイ＞ 

高さ３メートルを超える津波が観測された。ホテルのロビーが浸水。けが人はなし。オア

フ島で２００前後の船が破損した。 
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インドネシアの例  

・パプア州  

 ３月１１日、日本時間の午後８時半ごろ高さ１．５ｍを超える津波を観測。この津波で２

５歳の男性が死亡。５人が行方不明となった。 

住宅２０軒が壊れたり水に浸かる被害が出た。津波が来る１時間前には警報が出され、住

民の多くは高台に避難していた。 

水面に建つ家が多く、高台に避難しようとする人々がパニックになった。 

 

 

 

フィリピンの例 

 日本時間の11日午後7時ごろ、フィリピンの沿岸に津波が到達し、40センチから60センチ    

海面が隆起しているのが観測された。 

ペルーの例 

 ペルー西部の太平洋岸に１１日午後８時（日本時間１２日午前１０時）前、津波の第１波  

が到達した。高さは１５～４０センチ程度。  

エクアドルの例  津波到達を確認  

コロンビアの例    津波到達を確認 

 

２）電子機器市場への影響 

震災の被害によってシリコンウエハーや半導体生産に必要な素材、部品の供給が停止し

た。生産再開に１～３カ月、震災前の生産量に戻すのに３カ月以上時間を要すると見込ま

れた。半導体は瞬間的な停電や電圧低下が製品の質に影響するため、計画停電による問題

の長期化も避けられない状況であった。日本のみならず海外市場への影響も非常に大きく、

特にパソコン（タブレットＰＣ）、サーバー、携帯電話、の他に自動車の電子制御部品にお

いて深刻な問題とされた。 

 

 

- 332 -



３）原発事故が波及した企業の輸出制限 

日本からの輸出品に対し、放射能汚染の影響を危惧し、諸外国では輸入制限をかけている

（大阪商工会議所調べ）。これは同会議所に貿易証明登録をしている企業約３千社のうち８

３４社から有効回答を得た。とくに農林漁業、食料品の 44社すべてが輸出の規制を受けて

いることがわかった。企業は新たな輸出条件への対応や非被爆証明を提示するなど独自の

対策を講じている。 

輸出企業からは、日本政府への風評被害対策、放射線検査の徹底や検査証明の発行などの

対策が求められている。 

 

 

４）観光地への影響 

日本の各観光地では震災直後から東日本大震災の影響が強く出ている。被災地にほど遠い

観光地の宿泊施設であってもキャンセルが続き、前年同月で比較した場合、温泉宿 15％は

減、観光施設では 37％減、そのうち外国人旅行客にいたっては 56～90％減となっている。 

時間の経過とともに徐々に観光客が訪れるようになってきたが、いまだに客足が遠い。 

 

 

５）その他の影響 

日本から輸入した食材を使うのをやめた（香港の最高級ホテル） 

海外航空会社が、成田発着便から関空へ相次いで変更（MSN 産経ニュース） 

 

 

 

 

（参考） 

〈復興を問う〉電子機器市場分析のＩＨＳアイサプライ・ジャパン、南川明副社長「オー

ル日本で」http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110330/biz11033020410048-n1.htm 

海外での地震・津波被害 東日本大震災の記録   http://earthquake311.blog39.fc2.

com/blog-entry-8.html 

大地震による津波での損害、カリフォルニアでも 41億円超の見込み http://news.livedoo

r.com/article/detail/5412435/ 

産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/economy/news/110517/biz11051717480057-n1.

htm 

原発事故で海外に広がる影響・不安（東北関東大震災）http://matome.naver.jp/odai/213

0071256954472001 

- 333 -



- 334 -




